
（様式２） 
 

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 234 条第 2 項、地方自治法施行令（昭

和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）第 167 条の 2 第 1 項第 5 号及び横浜市契約事務委任規則第

4 条第 4 項第 2 号により次のとおり随意契約を締結したので、その概要を公表します。 
 

令和７年４月 30 日 

横浜市契約事務受任者 
みどり環境局長 鈴木 貴晶 

 
１ 契約の概要 

旧根岸競馬場一等馬見所において、ＰＣＢを使用している可能性のある機器を撤去

し、撤去した機器のＰＣＢ使用・不含有の分別及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の

北海道ＰＣＢ処理事業所へＰＣＢ廃棄物を搬入するための指定容器への詰替、重量測

定、資料作成等を行う。 
 
２ 履行（納品）場所 
  旧根岸競馬場一等馬見所（根岸森林公園内） 
 
３ 契約日 
  令和７年４月１日 
 
４ 履行日又は履行期間 
  契約締結日から令和７年６月 30 日まで 
 
５ 契約金額（概算） 
  4,400,000 円 
 
６ 契約の相手方（名称及び所在） 
  横浜市神奈川区新子安１-34-３ 

   メルビック電工株式会社 
   代表取締役 宇佐美 良二 
 
７ 当該随意契約を行わざるを得なかった理由 
  旧根岸競馬場一等馬見所は外から鑑賞するための公園施設として根岸森林公園内に 
 設置されていますが、竣工から 90 年以上が経過しており、現状は建物の劣化が激しく 
 耐震性が確保されていません。このたび、当該建物の耐震補強工事を実施するにあたり 

建物内の調査を実施したところ、PCB を含む機器が残存していることが判明しました。  
本件は、速やかに耐震補強工事を実施し、また風水害等による PCB 含有機器の飛散

等を防止するために必要であり、通常の契約手続きを行う暇がないものに該当するこ

とから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号の規定に基づき緊急契約を行い



ました。 
 

８ 契約の相手方の選定理由 
  メルビック電工株式会社は「旧根岸競馬場一等馬見所」PCB 調査にかかる基礎資料

作成業務委託を履行した事業者であるため、現地の特殊な状況や本件の内容を熟知し

ており、迅速かつ適切に本件を履行することが可能であることから選定しました。 
 
９ 所管課 
  みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課 


